
○見附市空家等の適正管理に関する条例（案） 

 

令和３年３月１９日 

条例第６号 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号。以下「法」という。）に規定する対策その他本市における空家等に

係る対策を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。 

（２） 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。 

（３） 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。 

（４） 市民等 市内に在住、滞在、通勤又は通学する者、市内の自治組織及

び市民活動団体並びに市内に事務所を有する法人その他団体をいう。 

（５） 所有者等 所有者、占有者、相続人その他の当該空家等を管理すべき

者をいう。 

（６） 関係機関 国及び県の機関、警察署その他の関係機関をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないように、自らの責任において適切な管理をしなければならな

い。 

（当事者間における解決の原則） 

第４条 空家等に関して生じた問題は、当該問題の当事者間において解決するこ

とを原則とする 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、速やか

に市にその情報を提供することに努めるものとする。 
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２ 市民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、前項に規定する

情報に基づき市が実施する必要な措置に協力するものとする。 

 （市の責務） 

第６条 市は、関係機関及び市民等と連携し、空家等の適切な管理に関する市民

の意識の啓発を行うほか、必要な施策を策定し、これを実施するものとする。 

（通知） 

第７条 市長は、空家等が市長が別に定める管理不全空家等又は特定空家等の基

準に該当すると認めるときは、その旨を当該空家等の所有者等に通知するもの

とする。 

２ 市長は、管理不全空家等又は特定空家等の所有者等が必要な措置を講じ、そ

の状態が改善され、前項の基準に該当しなくなったと認めるときは、その旨を

当該管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に通知するものとする。 

（緊急安全措置） 

第８条 市長は、管理不全空家等又は特定空家等が市民等の生命、身体又は財産

に対する重大な被害を与えることが明らかな状態であって緊急に危険を回避す

る必要があると認めるときは、当該管理不全空家等又は特定空家等について、

所有者等の同意を得て、危険を回避するために必要と認める最低限度の措置を

講ずることができる。この場合において、市長は、当該措置を行うために要し

た費用を当該所有者等から徴収するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による所有者等の同意を得られなかった又は所有者等を

確知することができなかった管理不全空家等又は特定空家等について、当該管

理不全空家等又は特定空家等をそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態が急迫しており、直ちに市民等に重大な危害を及ぼすお

それがある場合で、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、最も適

切な方法により危険を回避するための必要最低限度の措置を行うことができ

る。この場合において、市長は、当該措置を行うために要した費用を当該所有

者等に請求するものとする。 

（関係機関との連携） 

第９条 市長は、管理不全空家等又は特定空家等による危険を回避するために必



要があると認めるときは、本市の区域を管轄する関係機関に必要な協力を求め

ることができる。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 


